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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツの品質を評価するコンテンツ品質評価装置であって、
　前記コンテンツを予め定めた大きさの部分領域に分割する領域分割手段と、
　この領域分割手段で分割された部分領域毎に、予め定めた評価手法により品質評価を行
い、その評価結果である部分評価値を生成する部分評価手段と、
　前記コンテンツにおいて、予め定めた特徴量を前記部分領域毎に抽出することで、前記
コンテンツにおける当該部分領域の重要度を決定する重要度決定手段と、
　この重要度決定手段で決定された重要度に基づいて、前記部分領域毎に前記部分評価値
を加算することで、前記コンテンツの評価値を算出する評価値算出手段と、
　前記特徴量の重みを前記コンテンツの分野別に記憶した重み係数記憶手段と、を備え、
　前記重要度決定手段が、前記部分領域毎に複数の前記特徴量を抽出し、
　前記評価値算出手段が、前記コンテンツの付加情報に記述された前記コンテンツの分野
と、前記重み係数記憶手段に記憶されている前記分野別の前記特徴量の重みとに基づいて
、前記部分評価値を加算することを特徴とするコンテンツ品質評価装置。
【請求項２】
　コンテンツの品質を評価するコンテンツ品質評価装置であって、
　前記コンテンツを予め定めた大きさの部分領域に分割する領域分割手段と、
　この領域分割手段で分割された部分領域毎に、予め定めた評価手法により品質評価を行
い、その評価結果である部分評価値を生成する部分評価手段と、
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　前記コンテンツにおいて、予め定めた特徴量を前記部分領域毎に抽出することで、前記
コンテンツにおける当該部分領域の重要度を決定する重要度決定手段と、
　この重要度決定手段で決定された重要度に基づいて、前記部分領域毎に前記部分評価値
を加算することで、前記コンテンツの評価値を算出する評価値算出手段と、を備え、
　前記コンテンツは、映像又は前記映像を符号化した符号化映像を含み、
　前記重要度決定手段が、前記映像又は前記符号化映像における前記部分領域毎に文字領
域を検出し、その文字領域の有無を前記部分領域の特徴量として、前記重要度を決定する
文字領域重要度決定手段を備えていることを特徴とするコンテンツ品質評価装置。
【請求項３】
　コンテンツの品質を評価するコンテンツ品質評価装置であって、
　前記コンテンツを予め定めた大きさの部分領域に分割する領域分割手段と、
　この領域分割手段で分割された部分領域毎に、予め定めた評価手法により品質評価を行
い、その評価結果である部分評価値を生成する部分評価手段と、
　前記コンテンツにおいて、予め定めた特徴量を前記部分領域毎に抽出することで、前記
コンテンツにおける当該部分領域の重要度を決定する重要度決定手段と、
　この重要度決定手段で決定された重要度に基づいて、前記部分領域毎に前記部分評価値
を加算することで、前記コンテンツの評価値を算出する評価値算出手段と、を備え、
　前記コンテンツは、映像又は前記映像を符号化した符号化映像を含み、
　前記重要度決定手段が、前記映像又は前記符号化映像における前記部分領域毎に図形領
域を検出し、その図形領域の有無を前記部分領域の特徴量として、前記重要度を決定する
図形領域重要度決定手段を備えていることを特徴とするコンテンツ品質評価装置。
【請求項４】
　コンテンツの品質を評価するコンテンツ品質評価装置であって、
　前記コンテンツを予め定めた大きさの部分領域に分割する領域分割手段と、
　この領域分割手段で分割された部分領域毎に、予め定めた評価手法により品質評価を行
い、その評価結果である部分評価値を生成する部分評価手段と、
　前記コンテンツにおいて、予め定めた特徴量を前記部分領域毎に抽出することで、前記
コンテンツにおける当該部分領域の重要度を決定する重要度決定手段と、
　この重要度決定手段で決定された重要度に基づいて、前記部分領域毎に前記部分評価値
を加算することで、前記コンテンツの評価値を算出する評価値算出手段と、を備え、
　前記コンテンツは、音声又は前記音声を符号化した符号化音声を含み、
　前記重要度決定手段が、前記音声又は前記符号化音声における前記部分領域毎の特徴量
である音量の大きさに基づいて、前記重要度を決定する音量重要度決定手段を備えている
ことを特徴とするコンテンツ品質評価装置。
【請求項５】
　コンテンツの品質を評価するコンテンツ品質評価装置であって、
　前記コンテンツを、そのコンテンツの付加情報に記述された大きさの部分領域に分割す
る領域分割手段と、
　この領域分割手段で分割された部分領域毎に、予め定めた評価手法により品質評価を行
い、その評価結果である部分評価値を生成する部分評価手段と、
　前記コンテンツにおいて、予め定めた特徴量を前記部分領域毎に抽出することで、前記
コンテンツにおける当該部分領域の重要度を決定する重要度決定手段と、
　この重要度決定手段で決定された重要度に基づいて、前記部分領域毎に前記部分評価値
を加算することで、前記コンテンツの評価値を算出する評価値算出手段と、
を備えていることを特徴とするコンテンツ品質評価装置。
【請求項６】
　前記特徴量の重みを前記コンテンツの分野別に記憶した重み係数記憶手段を備え、
　前記重要度決定手段が、前記部分領域毎に複数の前記特徴量を抽出し、
　前記評価値算出手段が、前記コンテンツの付加情報に記述された前記コンテンツの分野
と、前記重み係数記憶手段に記憶されている前記分野別の前記特徴量の重みとに基づいて



(3) JP 4359120 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

、前記部分評価値を加算することを特徴とする請求項５に記載のコンテンツ品質評価装置
。
【請求項７】
　前記コンテンツは、映像を符号化した符号化映像を含み、
　前記重要度決定手段が、前記符号化映像における前記部分領域毎の特徴量である動きベ
クトルの方向及び大きさに基づいて、前記重要度を決定する動きベクトル重要度決定手段
を備えていることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載のコンテンツ品質評価装置。
【請求項８】
　前記コンテンツは、映像を符号化した符号化映像を含み、
　前記重要度決定手段が、前記符号化映像における前記部分領域毎の特徴量である量子化
特性値の大きさに基づいて、前記重要度を決定する量子化特性重要度決定手段を備えてい
ることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載のコンテンツ品質評価装置。
【請求項９】
　前記コンテンツは、映像又は前記映像を符号化した符号化映像を含み、
　前記重要度決定手段が、前記映像又は前記符号化映像における前記部分領域毎に文字領
域を検出し、その文字領域の有無を前記部分領域の特徴量として、前記重要度を決定する
文字領域重要度決定手段を備えていることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載のコ
ンテンツ品質評価装置。
【請求項１０】
　前記コンテンツは、映像又は前記映像を符号化した符号化映像を含み、
　前記重要度決定手段が、前記映像又は前記符号化映像における前記部分領域毎に図形領
域を検出し、その図形領域の有無を前記部分領域の特徴量として、前記重要度を決定する
図形領域重要度決定手段を備えていることを特徴とする請求項５又は請求項６に記載のコ
ンテンツ品質評価装置。
【請求項１１】
　前記コンテンツは、音声又は前記音声を符号化した符号化音声を含み、
　前記重要度決定手段が、前記音声又は前記符号化音声における前記部分領域毎の特徴量
である音量の大きさに基づいて、前記重要度を決定する音量重要度決定手段を備えている
ことを特徴とする請求項５又は請求項６に記載のコンテンツ品質評価装置。
【請求項１２】
　コンテンツの品質を評価するために、コンピュータを、
　前記コンテンツを、そのコンテンツの付加情報に記述された大きさの部分領域に分割す
る領域分割手段、
　この領域分割手段で分割された部分領域毎に、予め定めた評価手法により品質評価を行
い、その評価結果である部分評価値を生成する部分評価手段、
　前記コンテンツにおいて、予め定めた特徴量を前記部分領域毎に抽出することで、前記
コンテンツにおける当該部分領域の重要度を決定する重要度決定手段、
　この重要度決定手段で決定された重要度に基づいて、前記部分領域毎に前記部分評価値
を加算することで、前記コンテンツの評価値を算出する評価値算出手段、
として機能させることを特徴とするコンテンツ品質評価プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像、音声等から構成されるコンテンツ（マルチメディアコンテンツ）の視
聴品質を評価するコンテンツ品質評価装置及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コンテンツを評価する手法としては、評価者がテレビ等の画面の画質等を視認す
ることによって行う主観評価と、コンテンツそのものを物理的な尺度により評価する客観
評価の２つがある。
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　主観評価の方法としては、例えば、ＩＴＵ－Ｒ（International Telecommunication Un
ion-Radiocommunication Sector）勧告ＢＴ－５００で推奨されているＤＳＣＱＳ（Doubl
e Stimulus Continuous Quality Scale）法がある。このＤＳＣＱＳ法は、評価者に対し
て基準画像と、システムや伝送路を経た被評価画像とを順不同で提示し、評価者が同一の
品質尺度で画像の評価を行うものである。
【０００３】
　また、客観評価の方法としては、例えば、ＡＮＳＩ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔ１．８００
，“Digital Transport of One-way Video Signals - Parameters for Objective Perfor
mance Assessment”（Mar.1996）で規定されている方法がある。この方法は、客観パラメ
ータ等の画像の特徴量と、主観的な画像品質との関係を多変量解析等によって予め解析し
ておき、そこで求めた重み付けに基づいて、画像品質を評価するものである。なお、この
客観評価の方法には、基準画像と被評価画像とを比較し評価する方法や、基準画像を用い
ずに被評価画像のみで評価を行う方法が存在する。
【０００４】
　さらに、評価者が感覚的に感じる画質の良さを評価値として算出する技術が開示されて
いる。例えば、視線を追跡する視線追跡装置を評価者に装着し、評価者が画像を見たとき
の視線位置における画像の品質を評価する技術が開示されている（特許文献１参照）。ま
た、例えば、脳波を解析する脳波解析装置と、視線を追跡する視線追跡装置とを評価者に
装着し、評価者が画像を見たときの脳波情報と、視線の位置を示す視線情報とに基づいて
、画像の品質を評価する技術が開示されている（特許文献２参照）。
【特許文献１】特開平９－２７５４５９号公報（段落００１９～００２４、図１）
【特許文献２】特開平１０－１６４２８１号公報（段落００２１～００３０、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記したＤＳＣＱＳ法のような主観評価によるコンテンツの品質評価では、多くの評価
者を必要とし、かつ、同時に定められた評価条件の下で評価を行う必要があるため、放送
のような長時間に及ぶコンテンツを継続してリアルタイムに評価することができないとい
う問題がある。
【０００６】
　また、従来の客観評価によるコンテンツの品質評価では、コンテンツ、例えば、画像を
信号レベルで一様に評価するため、画像内で目につきやすい重要な箇所に生じた劣化も、
注意の届きにくい重要でない箇所に生じた劣化も、同様に評価されてしまう。また、従来
の客観評価では、音声も信号レベルで一様に評価している。このため、従来の客観評価に
よるコンテンツの品質評価は、必ずしも人間の視覚や聴覚の感覚とは一致しないという問
題がある。
【０００７】
　さらに、特許文献１や特許文献２に記載の技術においては、評価者が注目する視線の視
線位置を追跡する視線追跡装置や、評価者の注目度を脳波情報として検出する脳波解析装
置を必要とする。このため、品質評価を行う装置構成は大規模になり、多大なコストを要
するという問題や、長時間コンテンツを評価することができないといった問題がある。
【０００８】
　なお、従来、音声、映像（動画像）等を含んだマルチメディアコンテンツを評価する場
合、例えば、音声は音声のみで評価し、映像は映像のみで評価していた。ところが、マル
チメディアコンテンツを視聴する視聴者の評価は、必ずしも音声、映像等を別々のものと
して評価するものではない。そこで、音声、映像等を含んだマルチメディアコンテンツに
対し、視聴者の主観を反映した評価手法が望まれている。
【０００９】
　本発明は、以上のような問題点に鑑みてなされたものであり、視聴者の主観を反映しつ
つ、客観的にコンテンツを評価することが可能なコンテンツ品質評価装置及びそのプログ
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ラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、前記目的を達成するために創案されたものであり、まず、請求項１に記載の
コンテンツ品質評価装置は、コンテンツの品質を評価するコンテンツ品質評価装置であっ
て、コンテンツを予め定めた大きさの部分領域に分割する領域分割手段と、部分評価手段
と、重要度決定手段と、評価値算出手段と、重み係数記憶手段とを備える構成とした。
【００１１】
　かかる構成によれば、コンテンツ品質評価装置は、領域分割手段によって、音声や映像
からなるコンテンツを、予め定めた大きさの部分領域に分割する。例えば、この領域分割
手段は、ある時間間隔で音声を分割したり、ある領域の大きさで映像を構成するフレーム
を分割したりすることで、コンテンツ全体を評価対象とするのではなく、評価対象を音声
や映像の部分領域とする。そして、コンテンツ品質評価装置は、部分評価手段によって、
部分領域毎の音声や映像の品質を予め定めた評価手法によって評価する。この音声や映像
の品質評価は、既存の評価手法を用いればよく、音声の品質評価は、例えば、オピニオン
等価Ｑ値法、ＳＩＮＡＤ（SIgnal to Noise And Distortion）法等によって行う。また、
映像の品質評価は、例えば、ＡＮＳＩ　Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔ１．８００で規定されてい
る手法等によって行う。
【００１２】
　また、コンテンツ品質評価装置は、重要度決定手段によって、コンテンツにおいて、領
域分割手段で分割された部分領域毎に、予め定めた特徴量（音量、動き等）を抽出するこ
とで、コンテンツにおける部分領域の重要度を決定する。例えば、部分領域の音量が大き
い場合や、動きが激しい場合は、その部分領域がコンテンツにおいて、重要な部分である
と判断できる。
　そして、コンテンツ品質評価装置は、評価値算出手段によって、部分領域毎に、部分評
価手段で評価した部分評価値を、重要度に基づいて加算することで、コンテンツ全体の評
価値とする。これによって、コンテンツ品質評価装置は、コンテンツの品質評価において
、重要度の高い部分領域の品質評価に重みを付けた評価を行うことができる。
　また、コンテンツ品質評価装置は、予め重み係数記憶手段に特徴量の重みを、コンテン
ツの分野（ジャンル）別に記憶しておく。そして、コンテンツ品質評価装置は、重要度決
定手段によって、部分領域毎に複数の特徴量を抽出し、複数の重要度を決定する。そして
、評価値算出手段が、コンテンツの付加情報（メタデータ）に記述された分野に基づいて
、重み係数記憶手段から、その分野の特徴量の重みを読み出し、その重みに基づいて部分
評価値の加算を行う。これによって、コンテンツのジャンル毎に異なる特性に合わせた評
価を行うことができる。
　なお、コンテンツ品質評価装置は、重要度決定手段が、映像又は符号化映像における部
分領域毎に文字領域を検出し、その文字領域の有無を部分領域の特徴量として、重要度を
決定する文字領域重要度決定手段を備える構成としてもよい（請求項２）。
　また、コンテンツ品質評価装置は、重要度決定手段が、映像又は符号化映像における部
分領域毎に図形領域を検出し、その図形領域の有無を部分領域の特徴量として、重要度を
決定する図形領域重要度決定手段を備える構成としてもよい（請求項３）。
　さらに、コンテンツ品質評価装置は、重要度決定手段が、音声又は符号化音声における
部分領域毎の特徴量である音量の大きさに基づいて、重要度を決定する音量重要度決定手
段を備える構成としてもよい（請求項４）。
【００１３】
　また、請求項５に記載のコンテンツ品質評価装置は、コンテンツの品質を評価するコン
テンツ品質評価装置であって、コンテンツを、そのコンテンツの付加情報に記述された大
きさの部分領域に分割する領域分割手段と、部分評価手段と、重要度決定手段と、評価値
算出手段とを備える構成とした。
【００１４】
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　かかる構成によれば、コンテンツ品質評価装置は、領域分割手段によって、音声や映像
からなるコンテンツを、コンテンツの付加情報（メタデータ）に記述された大きさの部分
領域に分割する。これによって、コンテンツを制作する側で、そのコンテンツを評価する
単位を設定することが可能になる。そして、コンテンツ品質評価装置は、部分評価手段に
よって、部分領域毎の音声や映像の品質を予め定めた評価手法によって評価する。
【００１５】
　また、コンテンツ品質評価装置は、重要度決定手段によって、コンテンツにおいて、領
域分割手段で分割された部分領域毎に、予め定めた特徴量（音量、動き等）を抽出するこ
とで、コンテンツにおける部分領域の重要度を決定する。
　そして、コンテンツ品質評価装置は、評価値算出手段によって、部分領域毎に、部分評
価手段で評価した部分評価値を重要度に基づいて加算する。これによって、重要度が高い
部分領域ほど、その評価の度合いを大きくすることができる。
【００１８】
　また、請求項６に記載のコンテンツ品質評価装置は、請求項５に記載のコンテンツ品質
評価装置において、重み係数記憶手段を備え、前記重要度決定手段が、前記部分領域毎に
複数の前記特徴量を抽出し、前記評価値算出手段が、前記コンテンツの付加情報に記述さ
れた前記コンテンツの分野と、前記重み係数記憶手段に記憶されている前記分野別の前記
特徴量の重みとに基づいて、前記部分評価値を加算することを特徴とする。
【００１９】
　かかる構成によれば、コンテンツ品質評価装置は、予め重み係数記憶手段に特徴量の重
みを、コンテンツの分野（ジャンル）別に記憶しておく。そして、コンテンツ品質評価装
置は、重要度決定手段によって、部分領域毎に複数の特徴量を抽出し、複数の重要度を決
定する。そして、評価値算出手段が、コンテンツの付加情報（メタデータ）に記述された
分野に基づいて、重み係数記憶手段から、その分野の特徴量の重みを読み出し、その重み
に基づいて部分評価値の加算を行う。これによって、コンテンツのジャンル毎に異なる特
性に合わせた評価を行うことができる。
【００２０】
　さらに、請求項７に記載のコンテンツ品質評価装置は、請求項５又は請求項６に記載の
コンテンツ品質評価装置において、前記重要度決定手段が、動きベクトル重要度決定手段
を備える構成とした。
【００２１】
　かかる構成によれば、コンテンツ品質評価装置は、符号化映像を含んだコンテンツを入
力されたときに、動きベクトル重要度決定手段によって、その符号化映像の符号化情報に
含まれる動きベクトルの方向及び大きさを抽出する。なお、この動きベクトルの方向及び
大きさは、映像の動きを特徴付ける特徴量となる。そこで、動きベクトル重要度決定手段
は、例えば、１フレーム内で動きベクトルの方向と大きさを累計し、同種の動きベクトル
が多く存在している領域に含まれる部分領域の重要度を高くする。これによって、コンテ
ンツ品質評価装置は、映像の中で、動きの大きい領域の評価に重みを付けることができる
。
【００２２】
　また、請求項８に記載のコンテンツ品質評価装置は、請求項５又は請求項６に記載のコ
ンテンツ品質評価装置において、前記重要度決定手段が、量子化特性重要度決定手段を備
える構成とした。
【００２３】
　かかる構成によれば、コンテンツ品質評価装置は、符号化映像を含んだコンテンツを入
力されたときに、量子化特性重要度決定手段によって、その符号化映像の符号化情報に含
まれる量子化特性値を抽出する。なお、この量子化特性値は、映像を圧縮符号化するとき
の量子化の度合いを示すものである。この量子化特性値が大きいほど、圧縮効率を高める
ことができるが、量子化ノイズが発生しやすくなる。すなわち、この量子化特性値が大き
い領域ほど、重要度が低いと判断することができる。そこで、量子化特性重要度決定手段
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は、量子化特性値が大きい領域ほど重要度を低く、量子化特性値が小さい領域ほど重要度
を高くする。これによって、コンテンツ品質評価装置は、圧縮率が低い領域の評価に重み
を付けることができる。
【００２４】
　さらに、請求項９に記載のコンテンツ品質評価装置は、請求項５又は請求項６に記載の
コンテンツ品質評価装置において、前記重要度決定手段が、文字領域重要度決定手段を備
える構成とした。
【００２５】
　かかる構成によれば、コンテンツ品質評価装置は、映像又は映像を符号化した符号化映
像を入力されたときに、文字領域重要度決定手段によって、その映像又は符号化映像から
文字領域を検出する。なお、この文字領域が存在する領域は、映像の特徴を示す領域とな
る。そこで、文字領域重要度決定手段は、文字領域を有する部分領域の重要度を高くし、
文字領域を有しない部分領域の重要度を低くする。これによって、コンテンツ品質評価装
置は、映像の中で文字が存在する領域の評価に重みを付けることができる。
【００２６】
　また、請求項１０に記載のコンテンツ品質評価装置は、請求項５又は請求項６に記載の
コンテンツ品質評価装置において、前記重要度決定手段が、図形領域重要度決定手段を備
える構成とした。
【００２７】
　かかる構成によれば、コンテンツ品質評価装置は、映像又は映像を符号化した符号化映
像を入力されたときに、図形領域重要度決定手段によって、その映像又は符号化映像から
図形領域を検出する。なお、この図形領域が存在する領域は、映像の特徴を示す領域とな
る。そこで、文字領域重要度決定手段は、図形領域を有する部分領域の重要度を高くし、
図形領域を有しない部分領域の重要度を低くする。これによって、コンテンツ品質評価装
置は、映像の中で図形が存在する領域の評価に重みを付けることができる。
【００２８】
　さらに、請求項１１に記載のコンテンツ品質評価装置は、請求項５又は請求項６に記載
のコンテンツ品質評価装置において、前記重要度決定手段が、音量重要度決定手段を備え
る構成とした。
【００２９】
　かかる構成によれば、コンテンツ品質評価装置は、音声又は音声を符号化した符号化音
声を入力されたときに、音量重要度決定手段によって、その音声又は符号化音声から音量
を検出する。なお、この音量の大きさは、音声の特徴であって、音量が大きいほどコンテ
ンツに占める重要度が高いといえる。そこで、音量重要度決定手段は、音量が大きいほど
、部分領域の重要度を高くし、音量が小さいほど部分領域の重要度を低くする。これによ
って、コンテンツ品質評価装置は、音声の音量が大きい領域の評価に重みを付けることが
できる。
【００３３】
　また、請求項１２に記載のコンテンツ品質評価プログラムは、コンテンツの品質を評価
するために、コンピュータを、領域分割手段、部分評価手段、重要度決定手段、評価値算
出手段、として機能させることを特徴とする。
【００３４】
　かかる構成によれば、コンテンツ品質評価プログラムは、領域分割手段によって、音声
や映像からなるコンテンツを、そのコンテンツの付加情報に記述された大きさの部分領域
に分割する。そして、コンテンツ品質評価プログラムは、部分評価手段によって、部分領
域毎の音声や映像の品質を予め定めた評価手法によって評価する。また、コンテンツ品質
評価プログラムは、重要度決定手段によって、コンテンツにおいて、領域分割手段で分割
された部分領域毎に、予め定めた特徴量を抽出することで、コンテンツにおける部分領域
の重要度を決定する。そして、コンテンツ品質評価プログラムは、評価値算出手段によっ
て、部分領域毎に、部分評価手段で評価した部分評価値を、重要度に基づいて加算するこ
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とで、コンテンツ全体の評価値とする。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、コンテンツ（被評価コンテンツ）において視聴上の重要な領域を検出
することで、その重要な領域の品質評価の重みを高くすることができる。例えば、音量が
大きかったり、動きが激しかったりする音声や映像の特徴を有する領域は、人間が視聴す
る際に注目すべき領域となる。すなわち、本発明におけるコンテンツの評価は、人間の主
観に合致したものとなる。さらに、本発明は、その特徴を自動で検出するため、客観的に
コンテンツの評価を行うことができる。
【００３６】
　請求項５又は請求項１２に記載の発明によれば、コンテンツの付加情報（メタデータ）
に、コンテンツを分割する大きさを記述しておくだけで、コンテンツを評価単位の領域に
分割することができ、コンテンツを制作する側で、そのコンテンツを評価する単位を設定
することが可能になる。また、コンテンツの音声や映像を評価する領域を任意に設定でき
るため、より詳細に評価を行いたい領域では分割を細かくすることで、コンテンツを制作
する側の意図に沿った評価を行うことができる。
【００３８】
　請求項１又は請求項６に記載の発明によれば、コンテンツの分野（ジャンル）毎に、予
め特徴量の重みを記憶しているため、付加情報（メタデータ）に被評価コンテンツの分野
を記述しておくだけで、特徴量の重みを変えることができ、コンテンツの特性に合わせた
評価を行うことができる。
【００３９】
　請求項７に記載の発明によれば、被評価コンテンツの部分領域の重要度を、動きベクト
ルによって決定することができる。これによって、本発明は、例えば、スポーツ番組等に
おいて重要な場面である、動きの激しい領域の重要度を高くすることができるため、人間
の主観を考慮したコンテンツの評価を行うことができる。
【００４０】
　請求項８に記載の発明によれば、被評価コンテンツの部分領域の重要度を、量子化特性
値によって決定することができる。これによって、本発明は、例えば、コンテンツ制作側
で、そのコンテンツの部分領域が重要であるため量子化を小さくした場合、そのコンテン
ツ制作側の意図に沿って、量子化の小さい部分領域の評価に重みを付けることができる。
【００４１】
　請求項２又は請求項９に記載の発明によれば、文字領域の有無のよって、部分領域の重
要度を決定することができる。これによって、本発明は、映像中に文字テロップ等が挿入
された場合に、その文字テロップを含んだ領域を、映像の中で重要な領域であると判断し
、その文字領域の評価に重みを付けることができる。
【００４２】
　請求項３又は請求項１０に記載の発明によれば、図形領域の有無によって、部分領域の
重要度を決定することができる。これによって、本発明は、映像中に図形、例えば天気予
報のマーク等が挿入された場合に、その図形を含んだ領域を、映像の中で重要な領域であ
ると判断し、その図形領域の評価に重みを付けることができる。
【００４３】
　請求項４又は請求項１１に記載の発明によれば、音量の大きさによって、部分領域の重
要度を決定することができる。これによって、本発明は、音量の大きい領域を重要な領域
であると判断し、その領域の評価に重みを付けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
［第一の実施の形態］
（コンテンツ品質評価装置の構成）



(9) JP 4359120 B2 2009.11.4

10

20

30

40

50

　まず、図１を参照して、本発明に係る第一の実施の形態であるコンテンツ品質評価装置
の構成について説明する。図１は、コンテンツ品質評価装置の構成を示すブロック図であ
る。図１に示すように、コンテンツ品質評価装置１は、音声、映像を符号化した符号化音
声、符号化映像を含んだマルチメディアコンテンツである被評価コンテンツの視聴品質を
評価するものである。ここでは、コンテンツ品質評価装置１は、領域分割手段１０と、復
号手段２０と、部分評価手段３０と、重要度決定手段４０と、評価値算出手段５０とを備
えて構成されている。
【００４５】
　領域分割手段１０は、入力されたコンテンツ（被評価コンテンツ）である符号化映像、
符号化音声を、予め定めた大きさの部分領域に分割するものである。ここでは、領域分割
手段１０は、音声分割部１１と、映像分割部１２とを備えて構成されている。
【００４６】
　音声分割部１１は、符号化音声を予め定めた大きさの部分領域（分割符号化音声）に分
割するものである。例えば、音声分割部１１は、符号化音声を映像の１フレームに相当す
る３３ｍｓ（ミリ秒）の時間幅に分割する。ここで分割された分割符号化音声は、復号手
段２０に出力される。なお、音声の分割単位は任意の時間に設定することができるが、本
実施の形態においては、一例として分割単位を３３ｍｓとした場合について説明する。
【００４７】
　映像分割部１２は、符号化映像を予め定めた大きさの部分領域（分割符号化映像）に分
割するものである。例えば、映像分割部１２は、符号化映像を１６×１６画素のマクロブ
ロックに分割する。ここで分割された分割符号化映像は、復号手段２０に出力される。ま
た、ここでは、分割符号化映像は、さらに、重要度決定手段４０の動きベクトル重要度決
定部４４及び量子化特性重要度決定部４５にも出力される。なお、映像の分割単位は、任
意の形状、大きさに分割することも可能であるが、本実施の形態においては、１６×１６
画素のマクロブロックに分割した場合について説明する。
【００４８】
　ここで、図２を参照して、被評価コンテンツを分割する例について説明する。図２は、
コンテンツを分割する概念を示す図である。図２（ａ）は、音声の信号を示し、図２（ｂ
）は、映像を構成するフレーム内のマクロブロック（Ｂ0、Ｂ1…ＢN-1）を示し、図２（
ｃ）は、音声及び映像（フレーム）の分割例を示している。
　図２（ｃ）に示すように、音声分割部１１（図１）は、音声を映像の１フレームに相当
する３３ミリ秒（ｍｓ）の音声区間に分割して、分割音声とする。また、映像分割部１２
（図１）は、映像を構成するフレームを１６×１６画素の画像ブロック（マクロブロック
（Ｂ0、Ｂ1…ＢN-1））単位に分割して、分割映像とする。なお、ここでは、音声と映像
は、例えば、音声を画像ブロックに相当する音声区間で分割することとしてもよいし、映
像をフレーム単位で分割することとしてもよく、音声区間及び画像ブロックの大きさは任
意に定めることができる。また、音声及び映像は、符号化されていてもよいし、符号化さ
れていなくてもよい。
　図１に戻って説明を続ける。
【００４９】
　復号手段２０は、領域分割手段１０から出力されるコンテンツの部分領域（分割符号化
音声、分割符号化映像）を復号するものである。ここでは、復号手段２０は、音声復号部
２１と、映像復号部２２とを備えて構成されている。
【００５０】
　音声復号部２１は、領域分割手段１０の音声分割部１１で分割された分割符号化音声を
復号するものである。例えば、音声復号部２１は、ＭＰＥＧ２オーディオ等の符号化され
た分割符号化音声を復号する。ここで復号された音声（分割音声）は、部分評価手段３０
に出力される。
【００５１】
　映像復号部２２は、領域分割手段１０の映像分割部１２で分割された分割符号化映像を
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復号するものである。例えば、映像復号部２２は、ＭＰＥＧ２等で符号化された分割符号
化映像を復号する。ここで復号された映像（分割映像）は、部分評価手段３０に出力され
る。
【００５２】
　部分評価手段３０は、復号手段２０で復号された部分領域である音声（分割音声）及び
映像（分割映像）を、予め定めた手法により品質評価するものである。ここでは、部分評
価手段３０は、音声区間品質評価部３１と、画像ブロック品質評価部３２とを備えて構成
されている。
【００５３】
　音声区間品質評価部３１は、音声復号部２１で復号された分割音声を評価するものであ
る。すなわち、音声区間品質評価部３１は、音声復号部２１で復号された所定の音声区間
、例えば３３ミリ秒の分割音声を評価する。ここで評価された分割音声の評価値（部分評
価値；音声区間評価値）は、評価値算出手段５０に出力され、被評価コンテンツ全体の品
質の評価値が算出される。
【００５４】
　この音声区間品質評価部３１は、例えば、オピニオン等価Ｑ値法、ＳＩＮＡＤ（SIgnal
 to Noise And Distortion）法等によって音声を評価する。
　ここで、オピニオン等価Ｑ値法とは、主観（Mean Opinion Score,MOS）評価によって得
られたＭＯＳ値と、信号の雑音電力比（Signal to Noise Ratio,SNR）との関係表を予め
作成しておき、以降の評価はその関係表に基づいて定量的に測定するものである（「古井
，“ディジタル音声処理”，ｐｐ．１３０－１３３，東海大学出版会」参照）。また、Ｓ
ＩＮＡＤ法は、音声信号の信号電力に対する雑音と歪み成分の電力比を評価値とするもの
である。
　このように、音声区間品質評価部３１は、既存の音声評価の手法に基づいて、分割音声
の評価を行うことができる。このとき、音声区間品質評価部３１は、入力された分割音声
のみで品質を評価してもよいし、元となるコンテンツの音声を入力し、その音声を基準と
して品質を評価することとしてもよい。
【００５５】
　なお、ここでは、評価する音声（分割音声）を、復号した音声（ベースバンドの音声信
号）としているが、符号化音声をそのまま評価することとしてもよい。例えば、音声を符
号化する際の量子化の度合いによって、音声の品質を評価することとしてもよい。この場
合、音声区間品質評価部３１は、領域分割手段１０で分割された部分領域（分割符号化音
声）を入力することとする。
【００５６】
　画像ブロック品質評価部３２は、映像復号部２２で復号された分割映像を評価するもの
である。すなわち、画像ブロック品質評価部３２は、映像復号部２２で復号された所定の
画像ブロック、例えば１６×１６画素のマクロブロックの画像（分割映像）を評価する。
ここで評価された分割映像の評価値（部分評価値；画像ブロック評価値）は、評価値算出
手段５０に出力され、被評価コンテンツ全体の品質の評価値が算出される。
【００５７】
　この画像ブロック品質評価部３２は、既存の映像（画像）評価手法に基づいて、分割映
像の評価を行うことができる。例えば、画像ブロック品質評価部３２は、ＡＮＳＩ　Ｓｔ
ａｎｄａｒｄ　Ｔ１．８００で規定されている手法等によって画像（分割映像）を評価す
る。このＡＮＳＩの手法は、画像の特徴量と、主観的な画像品質との関係を多変量解析等
によって予め解析しておき、そこで求めた重み付けに基づいて、画像品質を評価するもの
である。例えば、画像の特徴量として、水平垂直エッジと、非水平垂直エッジとの電力比
を求めることで、ブロック歪量を求め、画像の評価量とすることができる。
　また、画像ブロック品質評価部３２は、入力された分割映像のみで品質を評価してもよ
いし、元となるコンテンツの映像を入力し、その映像を基準として品質を評価することと
してもよい。
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【００５８】
　なお、ここでは、評価する映像（分割映像）を、復号した映像（ベースバンドの映像信
号）としているが、符号化映像をそのまま評価することとしてもよい。例えば、映像を符
号化する際の量子化の度合いによって、映像の品質を評価することとしてもよい。この場
合、画像ブロック品質評価部３２は、領域分割手段１０で分割された部分領域（分割符号
化映像）を入力することとする。
【００５９】
　重要度決定手段４０は、領域分割手段１０で分割された部分領域毎に、特徴量を抽出し
、その特徴量の有無あるいは大きさによって、その部分領域の重要度を決定するものであ
る。例えば、部分領域である分割音声で、音量が大きい場合は、その分割音声の重要度は
高いといえる。また、例えば、フレーム内に文字が描画されている場合は、その文字を含
んだ分割映像の重要度は高いといえる。このように、部分領域（分割音声、分割映像）毎
に決定された重要度は、評価値算出手段５０に出力される。
　ここでは、重要度決定手段４０は、音量重要度決定部４１と、文字領域重要度決定部４
２と、図形領域重要度決定部４３と、動きベクトル重要度決定部４４と、量子化特性重要
度決定部４５とを備えて構成されている。
【００６０】
　音量重要度決定部（音量重要度決定手段）４１は、音声の特徴量である音量に基づいて
、領域分割手段１０で分割された音声の音声区間の重要度を決定するものである。ここで
は、音量重要度決定部４１は、復号手段２０で復号された分割音声を入力し、例えば、音
声信号の振幅レベルを検出することで、分割音声の音量（ゲイン）を抽出する。そして、
音量重要度決定部４１は、予め定めた音量（ゲイン）を基準として、音量が大きいほど重
要度を大きくし、分割音声の重要度を決定する。ここで決定された重要度は、評価値算出
手段５０に出力される。
【００６１】
　なお、この音量重要度決定部４１では、ベースバンドの音声信号に基づいて重要度を決
定したが、符号化音声が入力される場合は、その符号化音声に符号化情報として含まれる
音量（ゲイン）の値に基づいて、重要度を決定することとしてもよい。
【００６２】
　文字領域重要度決定部（文字領域重要度決定手段）４２は、映像内の特徴量である文字
領域の有無に基づいて、領域分割手段１０で分割された映像の部分領域の重要度を決定す
るものである。ここでは、文字領域重要度決定部４２は、復号手段２０で復号された分割
映像を入力し、１フレーム分の画像ブロックを入力した段階で、画像処理によって文字領
域（文字テロップの領域）を検出する。例えば、文字領域重要度決定部４２は、１フレー
ム分の画像において、文字が水平方向に並んでいる等の文字の幾何学的な特徴を、予め定
めた基準値と比較することで、文字領域を検出する。この文字領域の検出は、既知の技術
を用いて実現することができる。例えば、Tat-Seng CHUA,YiZHANGらの“DETECTION AND S
EGMENTATION OF TEXT CAPTION IN VIDEO STREAM”（IEEE PCM'2001,Oct.2001）で開示さ
れた技術を用いて実現することができる。そして、文字領域重要度決定部４２は、文字領
域を含んだ分割映像の重要度を高くし、逐次分割映像の重要度を評価値算出手段５０に出
力する。
【００６３】
　なお、この文字領域重要度決定部４２では、ベースバンドの映像信号に基づいて重要度
を決定したが、符号化映像が入力される場合は、例えば、その符号化映像に符号化情報と
して含まれるマクロブロック毎の周波数成分であるＤＣＴ（Discrete Cosine Transform
、離散コサイン変換）係数に基づいて、文字領域を検出することとしてもよい。例えば、
文字領域では、文字が有する特徴から、垂直及び水平方向のエッジの分布が、周波数成分
の偏りとなって現れる。そこで、文字領域重要度決定部４２は、この偏りを判定すること
で、文字領域を検出する。
【００６４】
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　図形領域重要度決定部（図形領域重要度決定手段）４３は、映像内の特徴量である図形
領域の有無に基づいて、領域分割手段１０で分割された映像の部分領域の重要度を決定す
るものである。ここでは、図形領域重要度決定部４３は、復号手段２０で復号された分割
映像を入力し、１フレーム分の画像ブロックを入力した段階で、画像処理によって図形領
域を検出する。例えば、図形領域重要度決定部４３は、１フレーム分の画像のエッジを検
出することでエッジ画像を生成し、そのエッジ画像をハフ変換することで、パラメータで
表現することが可能な図形を検出する。この図形領域の検出は、既知の技術を用いて実現
することができる。そして、図形領域重要度決定部４３は、図形領域を含んだ分割映像の
重要度を高くし、逐次分割映像の重要度を評価値算出手段５０に出力する。
【００６５】
　なお、この図形領域重要度決定部４３では、ベースバンドの映像信号に基づいて重要度
を決定したが、符号化映像が入力される場合は、例えば、その符号化映像に含まれるマク
ロブロック毎の周波数成分（ＤＣＴ係数）に基づいて、図形が有する特徴から予め求めて
おいた周波数成分の分布により、図形領域を検出することとしてもよい。
【００６６】
　動きベクトル重要度決定部（動きベクトル重要度決定手段）４４は、領域分割手段１０
で分割された分割符号化映像から、分割符号化映像の特徴量であって、その分割符号化映
像に含まれる、符号化情報の１つである動きベクトルの方向及び大きさに基づいて、映像
の部分領域の重要度を決定するものである。
　この動きベクトルは、現在のフレームと、１つ前のフレームとの間で、マクロブロック
単位に、画像が動いた方向及びその移動量の大きさを示したものである。ここでは、動き
ベクトル重要度決定部４４は、１フレーム分の画像（分割符号化映像）が入力された段階
で、その画像内の動きベクトルの方向と大きさとを累計しヒストグラム化することで、動
き量の多い領域を検出する。そして、その領域に含まれる分割符号化映像の重要度を高く
し、逐次分割符号化映像の重要度を評価値算出手段５０に出力する。これは、動き量の多
い領域に、注目すべき被写体が存在すると考えられるからである。
【００６７】
　なお、カメラを動かしながら被写体を撮影した映像の場合、頻繁に発生する動きベクト
ルは、画面全体の動き、すなわち、背景の動きを示す場合がある。このような映像（動画
像コンテンツ）を評価する場合、動きベクトル重要度決定部４４は、例えば２番目に動き
量の多い領域の重要度を高くする。なお、被評価コンテンツの映像の特性、例えば、カメ
ラが頻繁に動いて撮影された映像か、固定カメラで撮影された映像かが、予め分かってい
る場合、動きベクトル重要度決定部４４は、図示していない入力手段によって、何番目に
動き量の多い領域の重要度を高くするかを設定することとしてもよい。
【００６８】
　量子化特性重要度決定部（量子化特性重要度決定手段）４５は、領域分割手段１０で分
割された分割符号化映像から、分割符号化映像の特徴量であって、その分割符号化映像に
含まれる、符号化情報の１つである量子化特性値に基づいて、映像の部分領域の重要度を
決定するものである。
　この量子化特性値は、映像をマクロブロック単位に圧縮符号化する際の量子化の度合い
を示す値である。この値が大きいほどマクロブロック内の圧縮率が高まり、値が小さいほ
どマクロブロック内の圧縮率は低くなる。すなわち、量子化特性値が大きく圧縮率が高い
ほど、圧縮前の映像に比べて量子化ノイズが発生しやすくなる。
【００６９】
　なお、この量子化特性値は、コンテンツ制作側で、映像のフレーム内で個々に設定され
る場合がある。この場合、量子化特性値を小さくした領域は、コンテンツ制作側が映像の
ノイズを抑え、鮮明に視聴者に提示しようと考えた領域であるといえる。すなわち、この
量子化特性値を、映像における領域の重要度の判定材料とすることができる。
　そこで、量子化特性重要度決定部４５は、１フレーム分の画像（分割符号化映像）が入
力された段階で、その画像内の量子化特性値が小さいほど重要度を高くし、量子化特性値
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する。
【００７０】
　このように、重要度決定手段４０からは、被評価コンテンツを分割した単位で、種々の
特徴量に基づいた重要度が評価値算出手段５０に出力される。なお、ここで説明した各重
要度決定部（４１、４２、４３、４４、４５）は、すべて組み込む又は動作させる必要は
なく、評価したい項目に合わせて適宜組み合わせてもよい。
【００７１】
　評価値算出手段５０は、重要度決定手段４０で決定された重要度に基づいて、部分評価
手段３０で評価した、被評価コンテンツの部分領域（分割音声、分割映像）毎の評価値で
ある音声区間評価値と画像ブロック評価値とを、重み付け加算することで、被評価コンテ
ンツ全体の評価値を算出するものである。ここでは、評価値算出手段５０は、重み付け係
数算出部５１と、加算部５２とを備えて構成されている。
【００７２】
　重み付け係数算出部５１は、重要度決定手段４０で決定された各重要度に基づいて、部
分評価手段３０で評価された音声区間評価値と、画像ブロック評価値との評価の重みを示
す重み付け係数を算出するものである。ここで算出された重み付け係数は、加算部５２に
出力され、音声区間評価値と、画像ブロック評価値との重み付け加算を行う際の係数とな
る。
　ここで、音量重要度決定部４１で決定された重要度がＩａであったとき、重み付け係数
算出部５１は、音声区間品質評価部３１で評価された音声区間評価値の重み付け係数Ｗａ
を、以下の（１）式に示すように、重要度Ｉａをそのまま音声区間評価値の重み係数Ｗａ
とする。
【００７３】
　Ｗａ＝Ｉａ　　　…（１）
【００７４】
　また、１フレーム内のｉ番目の画像ブロックＢi（図２参照）において、文字領域重要
度決定部４２で決定された重要度がＩｃi、図形領域重要度決定部４３で決定された重要
度がＩｄi、動きベクトル重要度決定部４４で決定された重要度がＩｖi、量子化特性重要
度決定部４５で決定された重要度がＩｑiであったとき、重み付け係数算出部５１は、画
像ブロックＢiの評価（画像ブロック評価値）の重み付け係数Ｗｖiを、各重要度を加算し
た以下の（２）式により算出する。
【００７５】
　Ｗｖi＝Ｉｃi＋Ｉｄi＋Ｉｖi＋Ｉｑi　　　…（２）
【００７６】
　このように算出された音声区間評価値の重み係数Ｗａと、画像ブロック評価値の重み付
け係数Ｗｖiとは、加算部５２に出力される。
【００７７】
　加算部５２は、重み付け係数算出部５１で算出された重み係数に基づいて、部分評価手
段３０で評価された分割音声及び分割映像の評価値である音声区間評価値及び画像ブロッ
ク評価値を重み付け加算して、被評価コンテンツの評価値を算出するものである。
　この加算部５２では、例えば、音声区間品質評価部３１で評価された１フレーム分の音
声区間評価値をＥａ、画像ブロック品質評価部３２で評価された画像ブロックＢiの評価
値をＥｖiとし、１フレーム内の画像ブロックがＮ個であったすると、前記した（１）式
及び（２）式に示した重み付け係数に基づいて、１フレームの評価値Ｑｆを（３）式で算
出する。
【００７８】
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【数１】

【００７９】
　さらに、加算部５２は、被評価コンテンツのフレームがＦ個であったとき、この（３）
式で算出された１フレームの評価値Ｑｆを以下の（４）式に示すように加算することで、
被評価コンテンツの評価値Ｑを算出する。
【００８０】

【数２】

【００８１】
　なお、この加算部５２では、１フレーム毎に算出される評価値Ｑｆを順次出力すること
としてもよいし、すべてのフレームの評価値を加算した被評価コンテンツ全体の評価値Ｑ
を出力することとしてもよい。
　このように、コンテンツ品質評価装置１は、被評価コンテンツを分割し、その分割され
た単位毎に品質の評価を行うとともに、その分割された部分領域の重要度に基づいて、被
評価コンテンツの評価値を算出する。この重要度は、音声や映像の特徴量に基づいて決定
されるため、人間の主観的な感覚を反映したものとなる。このため、コンテンツ品質評価
装置１は、音声や映像を含んだマルチメディアコンテンツを、人間の主観を反映した形で
評価することができる。さらに、コンテンツ品質評価装置１は、客観的な評価を連続して
動作可能であるので、放送のような長時間のコンテンツであっても、リアルタイムに連続
して評価することができる。
【００８２】
　以上、コンテンツ品質評価装置１の構成について説明したが、本発明はこれに限定され
るものではない。ここでは、被評価コンテンツを符号化音声及び符号化映像として説明し
たが、符号化されていない音声及び映像であっても構わない。この場合、復号手段２０を
構成から除くことができる。また、この場合、符号化情報に含まれる動きベクトルや量子
化特性値に基づいて重要度を決定する動きベクトル重要度決定部４４や量子化特性重要度
決定部４５も構成から除くこととする。ただし、動きベクトル重要度決定部４４は、動き
予測によって符号化するＭＰＥＧ２等の符号化方式によって映像を符号化する手段を備え
ることで、独自に動きベクトルを抽出する構成としてもよい。なお、音声又は映像のいず
れか一方のみのコンテンツであっても、本発明において評価可能である。
【００８３】
　また、コンテンツ品質評価装置１は、一般的なコンピュータにプログラムを実行させ、
コンピュータ内の演算装置や記憶装置を動作させることにより実現することができる。こ
のプログラム（コンテンツ品質評価プログラム）は、通信回線を介して配布することも可
能であるし、ＣＤ－ＲＯＭ等の記録媒体に書き込んで配布することも可能である。
【００８４】
（コンテンツ品質評価装置の動作）
　次に、図３を参照（適宜図１参照）して、本発明に係る第一の実施の形態であるコンテ
ンツ品質評価装置の動作について説明する。図３は、コンテンツ品質評価装置の動作を示
すフローチャートである。
〈領域分割ステップ〉
　まず、コンテンツ品質評価装置１は、領域分割手段１０によって、入力されたコンテン
ツ（被評価コンテンツ）を予め定めた大きさの部分領域に分割する（ステップＳ１）。
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　ここでは、音声分割部１１が、入力されたコンテンツである符号化音声を、映像の１フ
レームに相当する３３ミリ秒の時間幅に分割（分割符号化音声）する。また、映像分割部
１２が、入力されたコンテンツである符号化映像を、１６×１６画素のマクロブロックに
分割（分割符号化映像）する。
【００８５】
　また、コンテンツ品質評価装置１は、復号手段２０によって、ステップＳ１で領域分割
手段１０により分割された部分領域（分割符号化音声及び分割符号化映像）を復号する（
ステップＳ２）。
　ここでは、音声復号部２１が、分割符号化音声を復号し分割音声とする。また、映像復
号部２２が、分割符号化映像を復号し分割映像とする。
【００８６】
〈部分領域解析ステップ〉
　そして、コンテンツ品質評価装置１は、部分評価手段３０によって、ステップＳ２で復
号手段２０により復号された分割音声及び分割映像の品質評価を行う（ステップＳ３）。
　ここでは、音声区間品質評価部３１が、オピニオン等価Ｑ値法、ＳＩＮＡＤ法等によっ
て分割音声の品質評価を行う。また、画像ブロック品質評価部３２が、ＡＮＳＩ　Ｓｔａ
ｎｄａｒｄ　Ｔ１．８００で規定されている手法等によって画像（分割映像）の品質評価
を行う。
【００８７】
　また、コンテンツ品質評価装置１は、重要度決定手段４０によって、ステップＳ１で分
割された分割符号化音声や分割符号化映像、さらにステップＳ２で復号された分割音声や
分割映像といった部分領域毎に特徴量を抽出し、その特徴量の有無あるいは大きさによっ
て、その部分領域の重要度を決定する（ステップＳ４）。
【００８８】
　ここでは、音量重要度決定部４１が、音声の特徴量である音量を検出し、その音量の大
きさに基づいて、分割音声の重要度を決定する。また、文字領域重要度決定部４２が、フ
レーム内において文字領域を検出し、その文字領域を含んだ分割映像の重要度を高くする
。また、図形領域重要度決定部４３が、フレーム内において図形領域を検出し、その図形
領域を含んだ分割映像の重要度を高くする。さらに、動きベクトル重要度決定部４４が、
フレーム内において動きベクトルを方向と大きさとに基づいて累計し、その累計値により
分割映像（画像ブロック）の重要度を決定する。また、量子化特性重要度決定部４５が、
分割符号化映像に含まれる量子化特性値に基づいて、分割映像（画像ブロック）の重要度
を決定する。
　これによって、重要度決定手段４０は、ステップＳ３で評価された分割音声及び分割映
像が視聴者にとって重要な意味を持つ音声及び映像であるかどうかを、重要度のレベルに
よって決定することができる。
【００８９】
〈評価値算出ステップ〉
　そして、コンテンツ品質評価装置１は、評価値算出手段５０によって、ステップＳ４で
決定された各重要度に基づいて、ステップＳ３で評価された分割音声及び分割映像の評価
値（音声区間評価値及び画像ブロック評価値）を重み付け加算することで被評価コンテン
ツ全体の評価値を算出する（ステップＳ５）。
【００９０】
　なお、ここでは、重み付け係数算出部５１が、重要度決定手段４０で決定された各重要
度に基づいて、部分評価手段３０で評価された音声区間評価値と、画像ブロック評価値と
の評価の重み付け係数を算出し（前記（１）式及び（２）式参照）、加算部５２が、その
重み付け係数に基づいて、音声区間評価値及び画像ブロック評価値を重み付け加算して、
被評価コンテンツの評価値を算出する（前記（３）式及び（４）式参照）。
　以上の動作によって、コンテンツ品質評価装置１は、音声や映像を含んだマルチメディ
アコンテンツを、人間の主観を反映した形で評価することができる。なお、ステップＳ３
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とステップＳ４の動作は、どちらを先に行ってもよく、並列動作させることが可能である
。
【００９１】
［第二の実施の形態］
（コンテンツ品質評価装置の構成）
　次に、図４を参照して、本発明に係る第二の実施の形態であるコンテンツ品質評価装置
の構成について説明する。図４は、コンテンツ品質評価装置の構成を示すブロック図であ
る。図４に示すように、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、映像、音声を符号化した符号化
音声、符号化映像を含んだマルチメディアコンテンツである被評価コンテンツの視聴品質
を評価するものである。さらに、このコンテンツ品質評価装置１Ｂは、被評価コンテンツ
に付加されるメタデータ（付加情報）に基づいて、評価するコンテンツの部分領域の大き
さを変更したり、部分領域における特徴量の重要度の比率を変更したりするものである。
なお、このメタデータは、コンテンツ制作者が予めコンテンツの内容毎に作成したもので
ある。このメタデータの具体的な内容については後記する。
【００９２】
　ここでは、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、領域分割手段１０Ｂと、復号手段２０と、
部分評価手段３０と、重要度決定手段４０と、評価値算出手段５０Ｂと、メタデータ解析
手段６０とを備えて構成されている。復号手段２０、部分評価手段３０及び重要度決定手
段４０は、図１で説明したコンテンツ品質評価装置１と同一の構成であるので、同一の符
号を付して説明を省略する。
【００９３】
　領域分割手段１０Ｂは、入力されたコンテンツ（被評価コンテンツ）である符号化音声
や符号化映像を、メタデータ解析手段６０で解析された大きさの部分領域に分割するもの
である。ここでは、領域分割手段１０Ｂは、音声分割部１１Ｂと、映像分割部１２Ｂとを
備えて構成されている。
【００９４】
　音声分割部１１Ｂ及び映像分割部１２Ｂは、図１で説明した音声分割部１１及び映像分
割部１２と同様の機能を有するが、次に挙げる機能が異なっている。すなわち、音声分割
部１１Ｂは、メタデータ解析手段６０から出力される分割サイズ（分割時間）に基づいて
、入力された符号化音声を分割する。また、映像分割部１２Ｂは、メタデータ解析手段６
０から出力される分割サイズ（分割領域）に基づいて、入力された符号化映像を分割する
。
【００９５】
　評価値算出手段５０Ｂは、重要度決定手段４０で決定された重要度に基づいて、部分評
価手段３０で評価した、被評価コンテンツの部分領域（分割音声、分割映像）毎の評価値
である音声区間評価値と画像ブロック評価値とを、重み付け加算することで、被評価コン
テンツ全体の評価値を算出するものである。さらに、評価値算出手段５０Ｂは、メタデー
タ解析手段６０で解析された制御係数（重要度に対する重み）に基づいて、重要度決定手
段４０で決定された重要度の重みを変化（増減）させるものである。
　ここでは、評価値算出手段５０Ｂは、重み付け係数算出部５１Ｂと、加算部５２とを備
えて構成されている。なお、加算部５２は、図１で説明したコンテンツ品質評価装置１と
同一の構成であるので説明を省略する。
【００９６】
　重み付け係数算出部５１Ｂは、重要度決定手段４０で決定された各重要度に基づいて、
部分評価手段３０で評価された音声区間評価値と、画像ブロック評価値との評価の重みを
示す重み付け係数を算出するものである。なお、重み付け係数算出部５１Ｂは、メタデー
タ解析手段６０から出力される制御係数に基づいて、重み付け係数を調整する。
　例えば、制御係数として、音量重要度決定部４１で決定された重要度Ｉａに乗算する制
御係数αａを通知された場合、重み付け係数算出部５１Ｂは、音声区間評価値の重み係数
Ｗａを、以下の（５）式のように、重要度Ｉａに制御係数αａを乗算した値とする。
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【００９７】
　Ｗａ＝αａ×Ｉａ　　　…（５）
【００９８】
　また、１フレーム内のｉ番目の画像ブロックＢi（図２参照）において、文字領域重要
度決定部４２で決定された重要度Ｉｃiに乗算する制御係数αｃ、図形領域重要度決定部
４３で決定された重要度Ｉｄiに乗算する制御係数αｄ、動きベクトル重要度決定部４４
で決定された重要度Ｉｖiに乗算する制御係数αｖ、量子化特性重要度決定部４５で決定
された重要度Ｉｑiに乗算する制御係数αｑが通知された場合、重み付け係数算出部５１
Ｂは、画像ブロックＢiの評価（画像ブロック評価値）の重み付け係数Ｗｖiを、各重要度
に制御係数を乗算して加算した以下の（６）式により算出する。
【００９９】
　Ｗｖi＝αｃ×Ｉｃi＋αｄ×Ｉｄi＋αｖ×Ｉｖi＋αｑ×Ｉｑi　　　…（６）
【０１００】
　なお、画像ブロックＢiの画像ブロック評価値の重み付け係数Ｗｖiを、重要度決定手段
４０で決定される重要度とは独立して制御可能な制御係数αｅをメタデータで通知し、重
み付け係数Ｗｖiを、以下の（７）式により算出することとしてもよい。
　Ｗｖi＝αｅ＋αｃ×Ｉｃi＋αｄ×Ｉｄi＋αｖ×Ｉｖi＋αｑ×Ｉｑi　　　…（７）
　このように算出された音声区間評価値の重み係数Ｗａと、画像ブロック評価値の重み付
け係数Ｗｖiとは、加算部５２に出力される。
【０１０１】
　メタデータ解析手段６０は、被評価コンテンツに付加されるメタデータ（付加情報）を
解析するものである。ここでは、メタデータ解析手段６０は、分割サイズ抽出部６１と、
制御係数抽出部６２とを備えて構成されている。
【０１０２】
　分割サイズ抽出部６１は、入力されたメタデータ（付加情報）を解析して、メタデータ
に記述されている、被評価コンテンツである符号化音声及び符号化映像の品質評価単位と
なる部分領域の大きさ（分割サイズ）を抽出するものである。なお、このメタデータには
、分割サイズとして、符号化音声を時間単位で分割する際の時間を示す分割時間と、符号
化映像を領域単位で分割する際の大きさを示す分割領域とが記述されているものとする。
このメタデータから抽出した分割時間と分割領域とは、領域分割手段１０Ｂに出力される
。
【０１０３】
　制御係数抽出部６２は、入力されたメタデータ（付加情報）を解析して、メタデータに
記述されている、重要度決定手段４０で決定される重要度の値を調整するための制御係数
を抽出するものである。なお、このメタデータには、重要度決定手段４０の各重要度決定
部（４１、４２、４３、４４、４５）で決定される重要度に乗算する制御係数が記述され
ているものとする。
【０１０４】
　このように、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、被評価コンテンツを分割し、その分割さ
れた単位毎に品質の評価を行うとともに、その分割された部分領域の重要度に基づいて、
被評価コンテンツの評価値を算出する。この重要度は、音声や映像の特徴量に基づいて決
定されるため、人間の主観的な感覚を反映したものとなる。さらに、メタデータによって
、評価対象となる音声や映像を分割して評価を行うため、コンテンツ品質評価装置１Ｂは
、コンテンツで注目すべき音声の時間や映像の領域をより正確に特定することができる。
これによって、音声や映像を含んだマルチメディアコンテンツを、人間の主観を反映した
形で評価することができる。
【０１０５】
（コンテンツ品質評価装置の動作）
　次に、図４を参照して、本発明に係る第二の実施の形態であるコンテンツ品質評価装置
の動作について説明する。なお、コンテンツ品質評価装置１Ｂの動作は、図３で説明した
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コンテンツ品質評価装置１と基本動作は同じであるため、その差異となるメタデータによ
って、コンテンツの品質を評価する動作について具体例を示して説明する。
【０１０６】
〈メタデータによる評価動作の例：分割サイズの変更〉
　ここでは、まず、図５及び図６を参照して、分割サイズを記述したメタデータの内容に
ついて説明したのちに、そのメタデータに基づいて、コンテンツの品質を評価するコンテ
ンツ品質評価装置１Ｂの動作について説明する。図５は、分割サイズを記述したメタデー
タの一例を示す図である。図６は、分割サイズに基づいて被評価コンテンツを分割する概
念を示す図である。
【０１０７】
　メタデータは、例えば、図５に示すように、＜分割時間＞と＜分割領域＞とが区分され
て記述されている。＜分割時間＞の区分ＰＴには、分割すべき時間を示すタイムコードＴ
Ｃを記述する。なお、タイムコードＴＣは、［時：分：秒：フレーム番号］を示している
。ここでは、第一タイムコードＴＣ1には［００：００：００：００］が記述され、次に
第二タイムコードＴＣ2には［００：００：２０：００］が記述され、最初の分割時間は
２０秒であることを示している。また、第三タイムコードＴＣ3には［００：００：５０
：００］が記述され、次の分割時間は３０秒であることを示している。さらに、それ以降
のタイムコードは、フレーム番号のみが１増加しており、以降の分割時間は１フレーム分
の時間（例えば３３ミリ秒）であることを示している。
【０１０８】
　＜分割領域＞の区分ＰＡには、分割すべき領域の大きさを記述する。この＜分割領域＞
の区分ＰＡには、例えば、縦横の画素数や予め定めた大きさに対応する番号（「１」の場
合は、１６×１６画素を示す等）を記述する。ここでは、分割すべき領域の大きさを「マ
クロブロック」という文字列で示している。
【０１０９】
　また、図６では、図５に示したメタデータによって、被評価コンテンツを分割する例を
示している。図６に示すように、音声（符号化音声）は、２０秒、３０秒、３３ミリ秒、
３３ミリ秒…で分割される。なお、映像（符号化映像）は、フレーム内のマクロブロック
単位に分割される。
【０１１０】
　図４に戻って、コンテンツ品質評価装置１Ｂが、図５で示したメタデータに基づいて、
コンテンツの品質を評価する動作について説明する。
　コンテンツ品質評価装置１Ｂは、メタデータ解析手段６０の分割サイズ抽出部６１によ
って、メタデータから分割時間と分割領域とを抽出する。
　さらに、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、領域分割手段１０Ｂの音声分割部１１Ｂによ
って、符号化音声を分割サイズ抽出部６１で抽出された分割時間毎に分割する。ここでは
、２０秒、３０秒、３３ミリ秒、３３ミリ秒…間隔（図６参照）で分割する。また、コン
テンツ品質評価装置１Ｂは、領域分割手段１０Ｂの映像分割部１２Ｂによって、符号化映
像を分割サイズ抽出部６１で抽出された分割領域毎に分割する。ここでは、マクロブロッ
ク（Ｂ0、Ｂ1…）単位（図６参照）に分割する。
【０１１１】
　そして、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、図３のステップＳ２以降に示したように、部
分領域毎の品質評価、重要度の決定、評価値の算出を行う。なお、評価値算出手段５０Ｂ
の加算部５２は、分割時間（音声区間）が１フレーム分の時間（３３ミリ秒）より長い場
合は、画像ブロック評価値を音声区間分重み付け加算した後に、その加算結果を音声区間
分のフレーム数で除算することで、その音声区間における映像の評価値とする。
【０１１２】
　これによって、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、コンテンツ全体を１つの単位として評
価することもできるし、コンテンツ内に含まれるコマーシャル等を１つの単位として区切
ることもできる。このように、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、コンテンツを任意の部分
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領域に分割できるため、評価したい音声、映像部分を細分化して、より正確にコンテンツ
の品質評価を行うことができる。
【０１１３】
〈メタデータによる評価動作の例：重要度の重み変更〉
　次に、図４を参照して、コンテンツ品質評価装置１Ｂが、重要度の重みを変更するため
の制御係数を記述したメタデータに基づいて、コンテンツの品質を評価する動作について
説明する。
　ここでメタデータは、音量重要度決定部４１で決定された重要度Ｉａに乗算する制御係
数αａと、文字領域重要度決定部４２で決定された重要度Ｉｃiに乗算する制御係数αｃ
と、図形領域重要度決定部４３で決定された重要度Ｉｄiに乗算する制御係数αｄと、動
きベクトル重要度決定部４４で決定された重要度Ｉｖiに乗算する制御係数αｖと、量子
化特性重要度決定部４５で決定された重要度Ｉｑiに乗算する制御係数αｑとが、数値デ
ータとして順番に記述されているものとする。例えば、以下の（８）式に示すように各制
御係数が数値データとして記述されている。
【０１１４】
　（αａ、αｃ、αｄ、αｖ、αｑ）＝（０．３、０．７、０．０、０．０、０．０）
　　…（８）
【０１１５】
　そこで、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、メタデータ解析手段６０の制御係数抽出部６
２によって、メタデータから重要度の重みを変更するための制御係数を抽出する。
　そして、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、評価値算出手段５０Ｂの重み付け係数算出部
５１Ｂによって、各重要度に制御係数を乗算することで、重み付け係数を算出する（前記
（５）式及び（６）式参照）。これによって、コンテンツ品質評価装置１Ｂは、特に評価
を行いたい評価項目を重点的に評価することができる。例えば、情報系コンテンツのよう
に、文字領域に重要な情報が含まれている場合は、前記（８）式に示したように、文字領
域重要度決定部４２で決定された重要度Ｉｃiに乗算する制御係数αｃの値を大きくする
ことで、情報系コンテンツの内容に適した評価を行うことができる。
【０１１６】
　以上、コンテンツ品質評価装置１Ｂの動作について説明したが、本発明はこれに限定さ
れるものではない。例えば、メタデータに、重要度とは独立して制御可能な制御係数αｅ
を設定し、他の制御係数（αａ、αｃ、αｄ、αｖ、αｑ）の値を「０」とすることで、
コンテンツ制作者の制作意図に合致した評価を行うことも可能である。ここで、図７を参
照して、制御係数αｅによってコンテンツを評価する例について説明する。図７は、重要
度とは独立して制御可能な制御係数を説明するための説明図である。図７（ａ）は、映像
における１フレームの画像を示し、図７（ｂ）は、その画像に対応付けて設定された制御
係数を示したものである。なお、図７（ａ）の画面中には、例えばコンテンツ提供者のロ
ゴマークＲが表示されているものとする。
【０１１７】
　そして、コンテンツ制作者の意図として、ロゴマークＲが他の領域よりも重要であると
意図した場合、ロゴマークＲの品質が劣化していないかどうかを評価するには、図７（ｂ
）に示したように、ロゴマークＲに対応する画像ブロックＢＲにおける制御係数αｅを高
く（例えば１．０）し、他の画像ブロックにおける制御係数αｅを低く（例えば０．１）
とする。なお、このとき他の制御係数（αａ、αｃ、αｄ、αｖ、αｑ）の値は、すべて
「０」としておく。これによって、コンテンツ制作者の制作意図に沿って、コンテンツの
品質評価を行うことができる。
【０１１８】
　また、他の例としては、例えば、コンテンツ品質評価装置１Ｂが、図８に示したように
、予め分野毎に制御係数を定めたテーブルを準備しておく（図示していない制御係数記憶
手段（重み係数記憶手段）に予め記憶しておく）。そして、メタデータとして、分野（ジ
ャンル）を通知されることで、コンテンツ品質評価装置１Ｂが、そのコンテンツの分野に
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適した制御係数に基づいて、コンテンツの品質評価を行うこととしてもよい。図８に示し
たテーブルでは、分野が「音楽」である場合は、音量を評価する重みを示す制御係数αａ
の値を大きくしている。また、分野が「ニュース」の場合は、文字（文字領域）を評価す
る重みを示す制御係数αｃの値を大きくしている。さらに、分野が「スポーツ」の場合は
、動き（動きベクトル）を評価する重みを示す制御係数αｖの値を大きくしている。
【０１１９】
　この場合、コンテンツ品質評価装置１Ｂには、メタデータ解析手段６０に図示していな
い分野抽出部を備え、その分野抽出部が、メタデータから被評価コンテンツの分野（ジャ
ンル）を抽出し、評価値算出手段５０Ｂの重み付け係数算出部５１Ｂに通知する。
　このときコンテンツ品質評価装置１Ｂは、例えば、被評価コンテンツが音楽番組（ジャ
ンルは「音楽」）のとき、重み付け係数算出部５１Ｂは、図８に示したテーブルを参照し
て、音量重要度決定部４１で決定された重要度Ｉａの重みを大きくする（制御係数αａ倍
）。また、例えば、被評価コンテンツがスポーツ番組（ジャンルは「スポーツ」）のとき
は、重み付け係数算出部５１Ｂは、図８に示したテーブルを参照して、動きベクトル重要
度決定部４４で決定された重要度Ｉｖiの重みを大きくする（制御係数αｖ倍）。これに
よって、被評価コンテンツの分野が異なる場合、その分野に適した評価を行うことができ
る。
【０１２０】
　さらに、前記した分割サイズの変更や、重要度の比率の変更は、適宜メタデータを組み
合わせて実現することとしてもよい。例えば、評価を開始して２分３０秒後、３０秒間だ
け重要度決定手段４０で決定する重要度を高め、３０秒経過後、元の重要度に戻したり、
評価を開始して３０分間は、コンテンツ（番組）の分野が「音楽」であると設定すること
で、予め定めた音楽番組用の制御係数に基づいて評価を行い、３０分経過後、さらに別の
分野の制御係数に切り替えて評価を行うこととしてもよい。
　このように、本発明は、コンテンツの品質評価を、視聴者の主観を反映しながら、客観
的に評価することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０１２１】
【図１】本発明に係る第一の実施の形態であるコンテンツ品質評価装置の構成を示すブロ
ック図である。
【図２】コンテンツを分割する概念を示す図であって、（ａ）は音声の信号を示し、（ｂ
）は映像を構成するフレーム内のマクロブロックを示し、（ｃ）は、音声及び映像（フレ
ーム）の分割例を示す。
【図３】本発明に係る第一の実施の形態であるコンテンツ品質評価装置の動作を示すフロ
ーチャートである。
【図４】本発明に係る第二の実施の形態であるコンテンツ品質評価装置の構成を示すブロ
ック図である。
【図５】分割サイズを記述したメタデータの一例を示す図である。
【図６】分割サイズに基づいて被評価コンテンツを分割する概念を示す図である。
【図７】重要度とは独立して制御可能な制御係数を説明するための説明図であって、（ａ
）は、映像における１フレームの画像を示し、（ｂ）は、その画像に対応付けて設定され
た制御係数を示す。
【図８】分野毎に制御係数を定めたテーブルを示す図である。
【符号の説明】
【０１２２】
　１（１Ｂ）　　　コンテンツ品質評価装置
　１０（１０Ｂ）　領域分割手段
　２０　　復号手段
　３０　　部分評価手段
　４０　　重要度決定手段
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　４１　　音量重要度決定部（音量重要度決定手段）
　４２　　文字領域重要度決定部（文字領域重要度決定手段）
　４３　　図形領域重要度決定部（図形領域重要度決定手段）
　４４　　動きベクトル重要度決定部（動きベクトル重要度決定手段）
　４５　　量子化特性重要度決定部（量子化特性重要度決定手段）
　５０（５０Ｂ）　評価値算出手段
　６０　　メタデータ解析手段

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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